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第 ２ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

令和４年４月27日(水曜日) 

            午前９時57分開議 

午前11時17分休憩 

午前11時24分開議 

午後０時13分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

令和４年度主要事業等の説明 

 ――――――――――――――― 

出 席 委 員（８人） 

        委 員 長 大 平 雄 一 

        副委員長 池 永 幸 生 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 前 田 敬 介 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 白 石 伸 一 

教育理事 石 元 光 弘 

教育総務局長 城 内 智 昭 

県立学校教育局長 重 岡 忠 希 

市町村教育局長 古 田   亮 

教育政策課長 竹 中 千 尋 

学校人事課長 鍬 本 亮 太 

文化課長 宮 﨑 公 一 

施設課長 東   敬 二 

高校教育課長 前 田 浩 志 

特別支援教育課長 宮 本 信 高 

学校安全・安心推進課長 野 崎 康 司 

体育保健課長 平 江 公 一 

義務教育課長 藤 岡 寛 成 

社会教育課長 三 角 登志美 

人権同和教育課長 柳 田 壽 昭 

警察本部 

本部長 山 口 寛 峰 

警務部長 清 水 稔 和 

生活安全部長 髙 光 純 司 

刑事部長 開 田 哲 生 

交通部長 西 村   博 

警備部長 小 川 光一郎 

首席監察官 松 永   透 

参事官兼総務課長 田 中 弘 哉 

参事官兼警務課長 竹 口 光二郎 

参事官 

兼生活安全企画課長 田 尻 正 浩 

 参事官兼地域課長 田 元 雅 文 

参事官兼刑事企画課長 井 野 新 輝 

参事官兼交通企画課長 内 田 義 朗 

参事官(運転免許） 竹 内 英 樹 

参事官兼警備第一課長 松 村 英 志 

参事官 

    (災害・警備対策）八 木 世志一

理事官兼会計課長 合 瀨 勝 彦 

交通規制課長 堤   信 二 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 甲 斐   博 

     政務調査課主幹 村 山 智 彦 

――――――――――――――― 

  午前９時57分開議 

○大平雄一委員長 ただいまから、第２回教

育警察常任委員会を開会いたします。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 第１回教育警察常任委員会で委員長に選任

いただきました大平雄一でございます。 
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 今後、池永副委員長とともに、誠心誠意、

円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 各委員におかれましては、御指導、御鞭撻

をいただくとともに、教育長をはじめとする

執行部の皆様方におかれましても、御協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、御挨拶とさせてい

ただきます。 

 続いて、池永副委員長から挨拶をお願いし

ます。 

 

○池永幸生副委員長 第１回教育警察常任委

員会で副委員長に選任いただきました池永幸

生でございます。 

 今後は、大平委員長を命がけで補佐しなが

ら、一生懸命委員会のために働こうと思って

おります。 

 また、皆様方の御協力をよろしくお願いい

たします。 

 

○大平雄一委員長 本日は、新型コロナウイ

ルス感染症対策として、３密を防ぐため、次

第に記載のとおり、教育委員会を前半に、警

察本部を後半に、入れ替えて実施することと

しております。 

 なお、今回は、執行部を交えての初めての

委員会でありますので、初めに執行部の幹部

職員の自己紹介をお願いします。 

 課長以上については、自席からの自己紹介

とし、審議員ほかについては、お手元にお配

りしております幹部職員名簿により紹介に代

えさせていただきます。 

 それでは、白石教育長から、幹部職員名簿

の順番により、自席から自己紹介をお願いし

ます。 

  （教育長、教育理事～人権同和教育課長

の順に自己紹介) 

○大平雄一委員長 ありがとうございまし

た。 

 １年間、このメンバーで審議を行いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、主要事業等の説明に入ります。 

 なお、本日の委員会は、インターネット中

継を行っておりますので、委員並びに執行部

におかれましては、発言内容が聞き取りやす

いように、マイクに向かって明瞭に発言いた

だきますようお願いします。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま、簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、教育長から総括説明を行い、続

いて担当課長から順次説明をお願いします。 

 初めに、白石教育長。 

 

○白石教育長 教育警察常任委員会の大平委

員長、池永副委員長をはじめ各委員におかれ

ましては、この１年間、本県の教育行政につ

きまして、御指導、御支援を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 私が教育長に就任いたしまして最初の委員

会でもございますので、主要事業の説明に先

立ちまして、教育長としての考え方や今後特

に力を入れて進めていきたいことなどを、冒

頭述べさせていただきたいと思います。 

 今年度は、蒲島県政４期目の折り返しの年

となります。これまで、熊本地震、新型コロ

ナウイルス、令和２年７月豪雨災害という３

つの困難を乗り越えるため、県庁が一丸とな

って全力で取り組んでまいりました。今年度

は、その総仕上げに向けて、さらに取組を加

速させる大切な年だと考えております。 

 本県の教育振興基本計画であります第３期

くまもと「夢への架け橋」教育プランについ

ても、折り返しの年を迎えます。このプラン

を、これまで以上にスピード感を持って推進

し、目に見える形で成果を出していくこと

が、教育長としての私に課せられた使命だと

考えております。 
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 このような大切な時期に教育長に就任した

ことは、果たさなければならない役割や責任

の重さを考えますと、大変身の引き締まる思

いでございます。 

 教育分野における取り組むべき課題は、数

多くあります。本日は、その中でも私が特に

重要だと考える３つの取組について申し上げ

させていただきます。 

 １つ目は、命を守る教育、安全で安心な学

校づくりです。 

 いじめや不登校、様々な特性を持つ子供た

ちへの適切な対応、さらには、ヤングケアラ

ーへの支援などが全国的な課題となっており

ます。 

 教育分野における課題が数多くある中、私

は、全ての子供たちにとって安全で安心して

学べる学校をつくることが、何よりも最優先

で取り組むべき課題だと考えております。 

 そのため、まずは、いじめや不登校対策、

人権教育の充実などに全力で取り組んでまい

ります。 

 また、各校の老朽化した施設についても、

衛生・安全面にも配慮し、誰もが使いやすい

施設整備を計画的に進めてまいります。 

 ２つ目は、誰一人取り残さない学びの保障

です。 

 新型コロナウイルス感染拡大を受け、子供

たちの健やかな学びの保障が今まで以上に求

められています。 

 このため、１人１台端末などのＩＣＴ機器

の積極的な活用はもとより、学力向上や学級

経営にたけたアドバイザーの学校への派遣、

指導力向上を学校現場でリードするスーパー

ティーチャーの増員、教員研修の充実など、

県内どの学校でも、また、どのような状況に

おいても、子供たちの学びが最大限保障され

るよう、精いっぱい取り組んでまいります。 

 加えて、様々な事情により十分な教育を受

けられないまま中学校を卒業した方や外国籍

の方など、多様なニーズに対応した教育の提

供を目的とした夜間中学について、令和６年

４月の開校を目指して準備を進めてまいりま

す。 

 ３つ目は、県立高校の魅力化です。 

 社会の急激な変化や生徒の興味、関心の多

様化など、高校教育を取り巻く環境が大きく

変化している中、子供や保護者から選ばれ、

地域から必要とされる学校となるためには、

魅力ある学校づくりが不可欠です。 

 高森高校における全国初の漫画学科や八代

中学校、高校における国際バカロレアの認定

に向けた準備、さらには、防災やスポーツな

ど、学校と地域が一体となって活動し、地域

から必要とされる学校となるよう、各校それ

ぞれの魅力化の向上にしっかりと取り組んで

まいります。 

 そのほかにも様々な課題が山積しておりま

すが、子供たちの夢をかなえる教育の実現に

向け、全身全霊で取り組んでまいります。 

 委員の皆様におかれましては、大所高所か

ら様々な御意見を賜りたく存じます。 

 この後、令和４年度の主要事業及び新規事

業につきましては、各課長から御説明いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○大平雄一委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○竹中教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 お手元の説明資料、括弧書きで「令和４年

度主要事業及び新規事業」と記載してある資

料を御覧ください。 

 まず、１ページですが、教育委員会事務局

等の組織表でございます。 

 教育委員会の下に、３局11の課と教育事務

所などの出先機関で構成しております。 

 次の２ページから５ページにかけまして

は、教育委員会及び事務局の名簿となってお

ります。説明は省略させていただきます。 
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 続いて、６ページをお願いいたします。 

 教育委員会全体の令和４年度当初予算総括

表でございます。 

 一般会計予算の総額は、一番左側の列のペ

ージ中ほど、一般会計合計欄の隣に記載のと

おり、1,240億2,966万3,000円となってお

り、課別の内訳は表のとおりでございます。 

 これに、２つの特別会計、熊本県立高等学

校実習資金特別会計と熊本県育英資金等貸与

特別会計を加えました当初予算総額は、最下

段、教育委員会合計欄のとおり、1,251億 

4,321万2,000円でございます。 

 それでは、令和４年度の主要事業及び新規

事業について御説明します。 

 初めに、教育政策課でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 項目欄上段の熊本県教育振興基本計画の推

進について御説明します。 

 説明欄１、教育振興基本計画推進事業の

(1)教育プランの推進ですが、本県の教育振

興基本計画である第３期教育プランを着実に

推進するため、点検、評価を行い、施策に生

かしてまいります。(2)の政策調整事業と合

わせまして、予算額は430万4,000円でござい

ます。 

 次に、下段、教育情報化の推進の１、熊本

県教育情報化推進事業ですが、(1)１人１台

端末の活用では、１人１台端末を活用した教

育情報化を推進するため、無線Wi-Fiが未整

備の教室等の新規整備等を行い、県立学校の

ＩＣＴ環境を整備し、ＩＣＴ教育日本一を目

指してまいります。 

次の(2)では、研修の充実などにより、教

員のＩＣＴ活用指導力の向上を図るととも

に、(3)では、情報モラル教育の推進を、(4)

の校務情報化では、各種システムを活用した

校務の効率化により、教職員の負担軽減を図

ります。 

最後に、(5)球磨川流域教育情報化推進事

業では、当該地域の教育情報化を進めるた

め、ＩＣＴ企業と連携した研修等を実施して

まいります。 

 以上、熊本県教育情報化推進事業の予算額

は、無線Wi-Fiの整備等に係る経費として、

令和３年度２月補正予算に計上した分を合わ

せまして、17億2,797万7,000円でございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○鍬本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 ８ページをお願いいたします。 

 項目欄１段目、教員の指導力向上の教員の

指導力向上事業ですが、優れた指導力を有す

るスーパーティーチャーを配置し、所属校だ

けでなく、他校の教員に対して必要な指導、

助言等を行うことで、県全体の教員の人材育

成や指導力向上を図るもので、予算額は 

3,566万4,000円でございます。 

 次に、２段目、県立学校における就学の支

援の就学支援金交付等事業ですが、授業料に

充てるための高等学校等就学支援金を支給す

ることにより、公立高校における教育に係る

経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機

会均等に寄与するもので、予算額は29億 

5,006万7,000円でございます。 

 次に、３段目、学校における働き方改革の

推進の学校における働き方改革推進事業です

が、民間の経営コンサルタント等のアドバイ

ザーを派遣するなど、学校現場における働き

方改革を推進するもので、予算額は760万円

でございます。 

 次に、４段目、学校給食費公会計化等に向

けた取組の管理事務費のうち、県立学校学校

徴収金等経費ですが、学校給食費の公会計化

等に伴い、徴収金システムを導入し、教員か

ら事務職員等への業務移行に対応できる体制

を構築することで学校の働き方改革を推進す

るもので、予算額は3,140万2,000円でござい
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ます。 

 ９ページをお願いします。 

 項目欄１段目、感染症対応業務への支援の

教育サポート事業のうち、教員業務支援員で

すが、新型コロナウイルス感染症対策等によ

り業務が増加した教員等を支援するため、小

中学校に教員業務支援員を配置するもので、

予算額は１億5,994万円でございます。 

 次に、２段目、感染症対策に係る環境整備

の１、特別支援学校通学バス感染症対策事業

ですが、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、特別支援学校の通学バスに乗車する者を

少人数とし、バス車内での感染症リスクの低

減を図るため、通学バスを増便するもので、

予算額は１億291万8,000円でございます。 

 次の２、学校等における感染症対策等支援

事業ですが、国の補正予算を活用して、令和

３年度２月補正予算にて計上した新規事業

で、学校の感染症対策等を徹底しながら、学

校教育活動を円滑に継続するために必要な事

業を支援するもので、予算額は１億7,910万

円でございます。 

 次の３、学校におけるクラスター発生防止

対策事業ですが、令和３年度２月補正予算に

て計上した新規事業で、小学校の教職員等を

対象に、抗原検査を週１回程度実施すること

により、新型コロナウイルス感染症の感染者

を早期に探知し、クラスター発生の防止を図

るもので、予算額は１億8,292万6,000円でご

ざいます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○宮﨑文化課長 文化課でございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 項目欄の被災文化財復旧の推進について御

説明いたします。 

 説明欄の１、文化財災害復旧事業ですが、

平成28年熊本地震で被災した文化財の早期復

旧と適切な保存のための復旧支援を行うもの

で、予算額は３億2,716万5,000円でございま

す。 

 お示ししておりますグラフは、指定文化財

等の復旧状況でございます。 

 被災した指定文化財等154件のうち、令和

３年度までに全体の92％に当たる141件が復

旧しております。 

 次の２、文化財災害復旧事業(令和２年７

月豪雨)ですが、７月豪雨で被災した文化財

の復旧支援を行うもので、予算額は1,482万

7,000円でございます。 

 被災した指定文化財等43件のうち、令和３

年度までに全体の51％に当たる22件が復旧し

ております。 

 11ページをお願いいたします。 

 次の３、鞠智城跡災害復旧事業ですが、令

和２年７月豪雨で被災した歴史公園鞠智城内

ののり面の復旧を行うもので、予算額は 

1,709万2,000円でございます。 

 次の４、被災文化財保存復旧支援事業の

(1)国登録有形文化財化支援事業(令和２年７

月豪雨)ですが、これは新規事業で、７月豪

雨で被災した未指定歴史的建造物の国登録有

形文化財化に向けた支援を行うもので、予算

額は743万7,000円でございます。 

 項目欄の文化財の保存及び活用について御

説明いたします。 

 説明欄の１、文化財保存事業ですが、文化

財を適切に保護し、その価値を将来に引き継

ぐため、国・県指定文化財等の修理に係る経

費の一部を助成するもので、予算額は1,983

万6,000円でございます。 

 次の２、日本遺産による文化財群魅力発信

支援事業の(1)熊本県地震対策建築物総合対

策事業ですが、これは、熊本地震からの復旧

過程における課題を踏まえ、未指定歴史的建

造物の所在や建築技法等を把握するための調

査を行うもので、予算額は254万8,000円でご

ざいます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし
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ます。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 12ページをお願いします。 

 項目欄の上段、県立学校施設の整備につい

て御説明します。 

 説明欄の１、県立高等学校施設整備事業で

すが、長寿命化プラン(学校施設個別施設計

画)に基づく県立高校の長寿命化改修、施設

の老朽化改修や設備の更新等により安全性を

確保するとともに、エレベーターの設置や空

調公費化に向けた未設置校への空調整備等に

より学習環境の整備を行うものでございまし

て、小川工業高校実習棟改築工事ほか35件及

び空調未設置３校への空調整備を予定してお

り、予算額は22億2,532万3,000円でございま

す。 

 次の２、特別支援学校施設整備事業です

が、特別支援学校の老朽化改修や設備の更新

等により安全性を確保するもので、菊池支援

学校中学部棟トイレ改修工事ほか９件を予定

しており、予算額は３億3,658万7,000円でご

ざいます。 

 次の３、校舎新・増改築事業ですが、熊本

工業高校実習棟改築の第３期工事を行うもの

で、予算額は６億6,026万9,000円でございま

す。 

 次の４、県立学校防災機能強化事業です

が、災害発生時に避難場所となる体育館及び

その周囲にトイレがない県立学校にトイレを

整備するもので、阿蘇中央高校・阿蘇清峰校

舎の整備工事ほか３件を予定しており、予算

額は6,500万円でございます。 

 次に、下段、計画的な特別支援教育施設の

整備の１、特別支援教育環境整備事業です

が、特別支援学校で学ぶ児童生徒の増加に伴

い、教室不足が課題となっている知的障害特

別支援学校について、普通教室や特別教室等

の整備を行うもので、球磨支援学校移転整備

工事ほか３件を予定しており、予算額は16億

3,951万3,000円でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 13ページをお願いいたします。 

 項目欄の産業人材の育成及び就職支援につ

いて御説明いたします。 

 説明欄の１、マイスター・ハイスクール事

業ですが、令和３年度からの国の指定事業

で、産学官連携をマネジメントし、生徒に最

先端の技術指導を行うなど、県内企業等の外

部人材を活用し、デジタルトランスフォーメ

ーション等に対応できる次世代の地域産業人

材の育成を図るもので、予算額は1,200万円

でございます。 

 次の２、熊本を支える産業人材育成事業で

すが、これは、本県の創造的な復興を支える

産業人材を育成するとともに、県内企業への

理解を促進し、若者の地元定着を図るため、

専門高校生が専門分野と連携する県内企業で

のインターンシップの実施、生徒及び保護者

による県内企業への訪問、地域社会や地元企

業等と連携、協働した地域課題解決のための

取組を実施するもので、予算額は531万3,000

円でございます。 

 次の３、高校生キャリアサポート事業です

が、これは、県立学校に高校生キャリアサポ

ーター等を配置し、求人開拓、生徒、保護者

や教職員への求人情報の提供、社会生活への

円滑な移行、早期離職防止を図るなどの就職

支援を行うとともに、県内への就職を促進す

るもので、予算額は7,261万4,000円でござい

ます。 

 就職者の多い高校や特別支援学校へ高校生

キャリアサポーターを、県外就職者が多い工

業関係高校へ熊本しごとコーディネーターを

配置しております。 

 次の４、キャリアプランニング推進事業で
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すが、これは、高校３年間のキャリア教育を

充実させ、地元企業と連携したインターンシ

ップ等を実施することで、生徒の県内企業へ

の理解促進を図り、地域発展に貢献できる人

材を育成するため、高校教育課内にキャリア

プランニングスーパーバイザーを１人配置

し、地元定着を推進するもので、予算額は 

350万4,000円でございます。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 次の項目欄上段、国指定事業の取組の１、

くまもとＣＯＲＥハイスクール・ネットワー

ク事業ですが、これは、令和３年度から取り

組んでおります国の事業を活用した事業で、

中山間地域等の小規模校と熊本市内の大規模

校、教育センターをネットワーク化し、ＩＣ

Ｔを活用した遠隔授業の実施等を行います。 

 また、ネットワークを構成する各校におい

て、地域と協働したコンソーシアムを構築

し、魅力化を図るもので、予算額は616万 

8,000円でございます。 

 次の２、創造的教育方法実践プログラム事

業ですが、これは、令和４年度から国が新た

に取り組む事業を活用する新規事業で、Soci

ety5.0に対応する先端的な学びや他地域にお

ける大学や研究機関からの同時双方向型の授

業を取り入れたカリキュラム開発等を行い、

新しい時代の学びを開発していきます。予算

額は1,099万1,000円でございます。 

次に、下段、高校魅力化の推進の１、県立

高校魅力化きらめきプランですが、これは、

定員割れが続く熊本市外の高校を中心に、県

立高校あり方検討会の提言で示された魅力あ

る学校づくりに向けた14の取組等により、令

和３年度から令和６年度の４年間は高校魅力

化に徹底して取り組むもので、予算額は 

3,838万1,000円でございます。 

 熊本スーパーハイスクール構想の推進、情

報発信の強化に重点的に取り組むほか、国際

バカロレア認定校の設置準備、入学者選抜検

討委員会の開催を行います。 

 15ページをお願いいたします。 

 次の２、高森高校環境整備事業ですが、こ

れは新規事業で、県立高校の魅力ある学校づ

くりの一環として、公立学校では全国初とな

る漫画学科を令和５年度から開設する高森高

校において、生徒の良好な教育環境を確保す

るため、デッサン室や美術科職員室を含む実

習棟等の整備を進めるもので、予算額は 

7,382万2,000円でございます。 

 次の３、地域資源とのコラボ推進事業です

が、これは、令和２年７月豪雨からの創造的

復興として、球磨工業高校を対象に、災害の

経験に学び、自然と共生する暮らしや最先端

の測量技術を用いた防災学習、日本古来の伝

統建築技術等の専門教育の充実を図るもの

で、人吉球磨地域における魅力ある学校づく

りを進め、全国に発信するものです。予算額

は233万8,000円でございます。 

 最先端技術を用いた防災・治水対策につい

ての学び、伝統建築の施工技術についての学

びを深めます。 

 次に、下段、鉄道の被災に伴う通学支援の

１、高等学校等通学支援事業(７月豪雨対応

分)ですが、これは、令和２年７月豪雨によ

りくま川鉄道及びＪＲ肥薩線の一部区間が運

休となり、高校生等の通学に大きな支障が生

じているため、通学手段の確保の緊急措置と

して高校生等の通学支援を行うもので、予算

額は３億3,033万円でございます。 

 くま川鉄道における通学支援、ＪＲ肥薩線

における通学支援を行います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○宮本特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 16ページをお願いします。 

 項目欄、特別支援教育の充実について御説

明します。 

 説明欄の１、特別支援教育充実事業の(1)
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特別支援学校職業教育充実事業ですが、障害

のある生徒が自立し、社会参加していくため

に、特別支援学校と関係機関との連携を強化

し、職業教育の充実を図るもので、予算額は

547万4,000円でございます。 

 次の２、ほほえみスクールライフ支援事業

ですが、特別支援学校及び高等学校に看護師

を派遣し、医療的ケアを行うなど、医療的ケ

アが必要な児童生徒の安全、安心な学習環境

の整備と保護者の負担軽減を図るもので、予

算額は１億2,733万円でございます。 

(1)の医療的ケアは、医療機関等から特別

支援学校７校、高等学校２校に看護師を派遣

し、医療的ケアを実施するもので、(2)の人

工呼吸器装着児童生徒看護師利用補助は、人

工呼吸器を装着する児童生徒に対し、医療機

関が看護師を派遣するに当たっての必要経費

を補助するものでございます。 

 次の３、発達障がい等支援事業ですが、発

達障害のある児童生徒に対する支援体制の充

実、教員の専門性向上を図るもので、予算額

は2,517万9,000円でございます。 

 (1)の特別支援学級担当者指導力向上研修

は、特別支援学級担当者の指導力向上を図る

ための全員研修を行うもので、(2)の高等学

校における通級による指導の実施は、高等学

校で通級による指導を実施することで、発達

障害等のある生徒一人一人の教育的ニーズに

即した適切な指導及び必要な支援を提供する

ものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 学校安全・

安心推進課でございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 項目欄のいじめ、不登校対策の推進につい

て御説明します。 

 説明欄の１、スクールカウンセラー活用事

業及び２、スクールソーシャルワーカー活用

事業についてですが、小中学校、県立学校の

児童生徒や保護者等に対して、専門家による

教育相談を実施し、関係機関と連携していじ

めや不登校対策等の課題の未然防止及び解消

を図るものです。 

 さらに、令和２年７月豪雨に係る児童生徒

の心のケア等を推進するとともに、教職員や

保護者等の支援を含め、環境の変化等の影響

による課題の解決を図るため、関係機関等と

も連携し、児童生徒の支援を行います。 

 スクールカウンセラーは、小学校70校、中

学校75校、県立高校50校、県立特別支援学校

８校、教育支援センター１か所、教育事務所

等10か所に配置します。スクールソーシャル

ワーカーは、中学校４校、県立高校６校、教

育事務所等10か所に配置します。 

 予算額は、スクールカウンセラー活用事業

が１億5,058万3,000円、スクールソーシャル

ワーカー活用事業が１億2,258万9,000円でご

ざいます。 

 続きまして、18ページをお願いいたしま

す。 

 上段、説明欄の３、スクールロイヤー活用

事業ですが、法律の専門家の活用を図り、各

学校におけるいじめ予防授業の推進や学校が

抱える諸課題の解決支援を行うもので、予算

額は130万円でございます。 

 次に、下段項目、被災児童生徒の心のケア

の推進の説明欄１、地震スクールカウンセラ

ー活用事業及び２、小中学校熊本地震スクー

ルソーシャルワーカー活用事業ですが、平成

28年熊本地震に伴う心のケアが必要な児童生

徒の実態把握を行うとともに、その実態に応

じた対策を講じて、該当児童生徒の心身の安

定を図るものです。 

 スクールカウンセラーは、被災の激しかっ

た地域の教育事務所３か所、県立高校４校に

配置いたします。また、県立特別支援学校に

は、要請に応じて派遣をいたします。スクー

ルソーシャルワーカーは、教育事務所１か所
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に配置いたします。 

 予算額は、地震スクールカウンセラー活用

事業が1,942万2,000円、小中学校熊本地震ス

クールソーシャルワーカー活用事業が207万

円になります。 

 続きまして、19ページをお願いいたしま

す。 

 項目欄の防災教育及び防災管理の充実につ

いて御説明いたします。 

 説明欄の１、防災教育推進事業ですが、

小、中、義務教育学校及び県立学校の防災主

任の資質向上を図るため、ハザードに基づい

た学校安全計画の見直し、改善についての演

習を取り入れた研修会を開催するもので、予

算額は177万9,000円でございます。 

 次の２、学校安全総合支援事業ですが、令

和２年７月豪雨を受け、人吉・球磨地域にあ

る県立高校５校で、防災教育及び防災管理の

充実を図るものです。 

 ２年目の人吉高校、南稜高校、１年目の球

磨工業高校、球磨中央高校及び球磨支援学校

を拠点校に指定し、学校防災教育指導の手引

を活用した防災教育の公開授業や地域と連携

した実践的な避難訓練等を実施するととも

に、その研究成果を広く普及するもので、予

算額は260万5,000円でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○平江体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 20ページをお願いします。 

 項目欄の学校体育の推進について御説明し

ます。 

 説明欄の１、部活動指導員配置事業です

が、県立学校に部活動指導員を配置し、市町

村立中学校においては、設置者である市町村

教育委員会に部活動指導員の配置に必要な経

費の一部を補助することで、学校における部

活動の指導体制を充実させ、教職員の働き方

改革を推進するとともに、部活動の質的な向

上を図るものです。あわせて、部活動指導員

を対象とした研修会等を実施するもので、予

算額は4,026万4,000円でございます。 

 次の２、地域部活動推進事業ですが、令和

３年度から国が取り組んでいる事業を活用し

た事業で、中学校における令和５年度以降の

休日の部活動の段階的な地域移行に向けて、

地域人材の確保や費用負担の在り方などの課

題に総合的に取り組むために、拠点地域及び

県立中学校における実践研究を実施するもの

です。 

 その成果を普及することで、休日の地域部

活動を県下全体の展開につなげ、生徒が地域

でスポーツに親しめる環境の構築と学校の働

き方改革の両立を目指すもので、予算額は 

616万2,000円でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 21ページをお願いします。 

 項目欄上段の基礎学力の向上について御説

明します。 

 説明欄の１、学力向上対策事業ですが、本

県の子供たちの学力向上を図るために、学力

向上推進本部を設置するとともに、児童生徒

一人一人の学力や習熟度に応じたきめ細やか

な支援、指導や教員の指導力向上の取組を推

進するものです。 

 また、熊本県学力・学習状況調査の実施に

よって、個人票などの詳細な分析結果と課題

に応じた学習プリントを提供し、子供の主体

的な学びと教員の授業改善を推進するもの

で、予算額は7,100万5,000円でございます。 

 次の２、低学年わくわく学習支援員配置事

業ですが、これは新規事業で、小学校低学年

児童の学力向上を目的とした学習支援員の追

加配置を行う市町村に対する助成でございま
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す。予算額は1,166万8,000円でございます。 

 次の３、日本一の環境教育「水俣に学ぶ肥

後っ子」推進事業ですが、水俣病についての

正しい理解を図り、差別や偏見を許さない心

情や態度を育むとともに、環境保全や環境問

題の解決に意欲的に関わろうとする態度や能

力の育成を目的とし、県内全ての公立小学校

(熊本市を含む)及び義務教育学校の５年生を

水俣市に派遣する市町村の事業を支援するも

ので、予算額は2,516万1,000円でございま

す。 

 次に、下段、夜間中学の整備の１、夜間中

学整備事業ですが、これは新規事業で、義務

教育を修了しないまま学齢期を経過した者や

不登校など様々な事情により十分な教育を受

けられないまま中学校を卒業した者、外国籍

の者などに対し、多様なニーズに対応した教

育を提供することにより、誰一人取り残さな

いくまもとづくりの実現を目的とし、夜間中

学の設置に向けて、基本方針等の基本構想策

定のほか、施設整備の準備や夜間中学の周

知・広報活動としてシンポジウム等を開催す

るもので、予算額は1,813万2,000円でござい

ます。 

 22ページをお願いします。 

 項目欄の英語教育等の推進について御説明

いたします。 

 説明欄の１、英語教員の指導力向上、英語

教育改善プラン推進事業ですが、小中学校の

英語担当教員等の指導力の向上及び小中高等

学校の円滑な接続を図るため、学校訪問によ

る指導、助言を行い、模範となる授業の映像

の作成及び配信等を行うとともに、小中高連

携の効果的な取組を推進するもので、予算額

は181万6,000円でございます。 

 次の２、英語検定チャレンジ事業ですが、

中学生、高校生の英語力向上を目指し、外部

検定試験への積極的な挑戦を支援すること

で、生徒の英語学習への動機づけと英語力向

上を図るものです。 

 (1)中学校英語検定チャレンジ事業は、市

町村立中学３年生の受験料の３分の２以上の

額を助成する市町村に対し、受験料総額の３

分の１以内の額を補助金として交付します。

 (2)県立中高英語検定チャレンジ事業は、

県立中学３年生及び高校２年生のうち、非課

税世帯を対象に、受験料を助成します。予算

額は、合計で1,682万7,000円でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○三角社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 23ページをお願いいたします。 

 項目欄上段の家庭教育支援の推進について

御説明いたします。 

 説明欄の１、「親の学び」推進事業です

が、くまもと家庭教育支援条例に基づき、保

護者が親として学ぶ機会の提供や家庭教育の

重要性の啓発を、親の学び講座を中心に推進

するもので、予算額は618万円でございま

す。 

 次に、下段、地域学校協働活動の推進の

１、地域学校協働活動推進事業ですが、社会

に開かれた教育課程の実現のため、コミュニ

ティー・スクールと地域学校協働活動を一体

的に推進するとともに、各市町村における地

域学校協働活動推進員の配置等や新型コロナ

ウイルス感染症に対応した活動に係る経費を

支援するもので、予算額は8,209万4,000円で

す。 

 24ページをお願いいたします。 

 項目欄、生涯学習の振興について御説明い

たします。 

 説明欄の１、青少年教育施設管理運営費

は、県立青少年教育施設の効果的、効率的な

運営を図るとともに、計画的かつ効率的な補

修や改修工事を行うもので、予算額は５億 

8,142万9,000円です。 

 次の２、県生涯学習推進センター運営事業
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ですが、これは生涯学習推進センターの適切

な運営を図るもので、予算額は1,749万4,000

円です。 

 次の３、視覚障害者等の読書環境整備事業

ですが、これは、読書バリアフリー法に基づ

く読書バリアフリー推進計画を策定し、関連

施策の推進を図るもので、予算額は55万 

9,000円です。 

 次の４、新しい生活様式に対応した県市等

連携事業ですが、熊本市立図書館等と連携し

た図書の貸出し、返却システムを運用するこ

とにより、新型コロナウイルス感染リスクの

低減を図るとともに、利用者の利便性の向上

を図るもので、予算額は408万8,000円です。 

 次の５、「萩原朔太郎大全2022」に係る企

画展の開催ですが、これは新規事業でござい

まして、全国各地の文学館において一斉に開

催する企画展「萩原朔太郎大全2022」の開催

を通じて、郷土ゆかりの文学者として萩原朔

太郎を紹介し、県内外からの本県文学への新

たな関心を高める契機とするもので、予算額

は210万円です。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○柳田人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 25ページをお願いします。 

 項目欄の人権教育・研修の推進について御

説明します。 

 項目欄の１、各種人権教育研修事業です

が、様々な人権問題についての認識を深め、

実践的な指導力の向上を図るため、各学校の

管理職等を対象とした研修を実施します。 

 また、新型コロナに関する偏見や差別を防

止するため、研修や相談対応等を行うもの

で、予算額は225万9,000円でございます。 

 次の２、熊本県子ども人権フェスティバル

事業ですが、児童生徒を主体とした熊本県人

権子ども集会を開催するもので、予算額は 

233万1,000円でございます。 

 次の３、高等学校等進学奨励事業ですが、

旧地域改善対策特定事業により貸与された奨

学資金について、市町村に対する返還事務費

の交付及び返還金の国への償還を行うもの

で、予算額は1,377万9,000円でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○大平雄一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○城下広作委員 じゃあ、まず７ページから

ですね。 

 ＩＣＴ教育日本一と言っていただいたんで

すが、日本一となると相当高い目標で、そう

いうことだと思います。ハード、ソフト含め

て、どういう形が日本一というふうに捉えて

いるのか、それをどういうので日本一を目指

すというのか、その目指す内容をちょっと。 

 それと、例えば、今、熊本県が、どこの都

道府県が先行して、あそこが理想だなと思う

ようなところ、参考にしているところがあれ

ば、その理由、それをちょっと確認させてく

ださい。 

 

○竹中教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 こちら、県教育委員会としまして、ＩＣＴ

教育日本一を掲げております。 

 このＩＣＴ教育日本一については、客観的

に評価するため、第三者機関である日本教育

工学協会の学校情報化認定制度、こちら、多
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岐にわたる項目、４分野20項目の評価があり

ます。 

 ここでは、教科指導におけるＩＣＴ活用、

情報教育、校務の情報化、情報化の推進体制

として、こちらのその項目による評価を行い

まして、教育情報化認定を受け、県及び市町

村44地域のおのおの８割以上の学校が優良校

となりまして、そちらの指標を用いてＩＣＴ

教育日本一の評価を行うこととしておりま

す。 

 こちらの評価項目を達成するためには、ハ

ードの整備はもちろんのこと、ソフトの指導

においても、充実した教育が行われていませ

んと、こちらの認定を受けることができませ

んので、この認定制度の認定を受けることを

通じてＩＣＴ教育を目指すということ。 

 あと、我々が参考としている他の都道府県

というのは、特段ございません。というの

は、本県においては、教員研修をはじめとす

るＩＣＴ活用推進研修パッケージというもの

を全国に先駆けて策定しておりまして、教員

の研修の受講率も、県立学校、市町村ともに

95％を超えております。こちらは、令和２年

度の調査結果によりますと、全国１位の実績

でございます。 

 そのため、我々は、ＩＣＴ教育の先進県と

して、ほかの県の模範となるよう、さらなる

推進を進めてまいりたいと考えております。 

 

○城下広作委員 何か決められたその委員会

の分のチェックリストで、全部それを達成し

たら一つの目安になるということ、よその県

は、多分何か同じようなことを目指して、み

んなそれに向かって、ああ、全部できたって

達成すれば、みんな日本一と言うですね、そ

うなると。 

 要は、分かりやすく言うと、こういう分野

で熊本県はこういうふうにこだわってきて、

そして、こういう形で生徒にもＩＣＴ教育が

定着して、そして、それが必ず何かの形で力

になっているという、まあ名実ともに誰が見

てもすごいなというようなときに初めて日本

一の称号というのはあるのかなと思って。 

 ここの場合では、県は自己満足で日本一だ

というふうにちょっと終わらずに、何か本当

にある意味では誰もが認めるような形の日本

一になるように、ぜひ頑張っていただきた

い。 

 それは、高い目標だからいいんですよ。先

生方も、受講しているのもパーセンテージも

高いということで、前向きだということの根

拠でしょうから。あとは、この内容と、何回

も言うように、誰が見ても確かに優れている

なと、よその県から羨ましがられるなと、こ

れが日本一の称号が周りからある意味では認

められるのかなと思います。 

 ぜひ、そういうはっきりと分かりやすい形

の部分で目指す、そして、それが全ての先生

方にも、ある意味では生徒にも、一貫してみ

んなが認識していると、そういうことが大事

なのかなという気がいたします。ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。 

 そのまま続けていいんですか。 

 

○大平雄一委員長 はい。 

 

○城下広作委員 じゃあ、12ページの部分

で、県立学校の防災機能の強化の事業で、い

わゆる県立学校は防災拠点にもなるというこ

とで、何年か前にそういうふうな、熊本地震

以降にやったという記憶をしていますけれど

も、このトイレ改修で、これで県下の県立学

校は全部終わるんですか。それとも、まだ終

わらずに、随時年に何か所かやっていて、時

間をかけてやるという形の状況なんですか。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 先ほど御説明させていただきましたが、避

難所となります体育館、それから、その体育

館の周辺にトイレがない学校が、当初10校ご
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ざいました。その10校を計画的に整備を順次

進めておりまして、今、９校で既に着手をい

たしております。残る１校につきましても、

令和６年度に着手をする予定といたしており

ます。そこで、その10校については、整備完

了ということになります。 

 

○城下広作委員 せめて、あと１校しか残ら

んなら、あと１校も今度入れてから早めにし

てあげたほうが逆にいいんじゃないかなとい

うふうに思うし、今からの防災といいます

か、いろんな形で災害がどんどんどんどんあ

る意味確率が高くなる時期を迎えるんですけ

れども、１校だけ残すというか、残さなけれ

ばいけない、予算がちょっと厳しいというこ

となのか、そこはそんな規模が大きくないか

らそんな影響はないだろうということなの

か、それはどうなんでしょうね。１校残した

という理由は。 

 

○東施設課長 順次やっておりまして、どう

してもやはり財政的なところもありますの

で、計画的に進めていく中で１校だけが残っ

ているという状況でございます。 

 

○城下広作委員 やっぱり、防災拠点にして

いて、トイレがないというのが一番多分人間

には、災害で避難したときにやっぱり苦しい

ことで、仮設トイレとか何かで対応するんで

しょうけれども、やっぱりある意味では仮設

トイレというのはなかなか使い勝手が悪いと

か、衛生的にもどうだこうだとかというのが

あるから、ここはもう本当に整備としては、

令和６年だから、あと２年後ぐらいでしょ

う。ここだけは取り残されて、ここを使うよ

うな災害がないこと、絶対それを望みたいで

しょう。そういうわけにはいかぬでしょうか

ら。 

 その辺は、本当は――何校もあって残さな

いかぬというなら分かるけれども、１校だけ

残すとなると、ちょっとその１校の部分残す

という、その予算のはざまの部分でもう少し

工夫ができないのかなという、その辺はこだ

わることが大事じゃないかなと思いますけれ

ども、どうでしょう。 

 

○東施設課長 避難所ということになります

と、１次避難所と言われますのが小中学校で

ございます。これに対しまして、高等学校の

ほうが２次避難所ということになりまして、

１次避難所ですと、もう全ての方が避難して

来られるということですので、例えばトイレ

につきましても、最近話題になっております

マンホールトイレとか、そういったものを順

次整備していくというふうな視点がございま

すが、高等学校の場合が２次避難所というこ

とになりまして、１次避難所との役割分担と

いうことから、例えばマンホールトイレより

は防災トイレというふうなところでインフラ

を整備させていただきまして、避難される方

の状況に応じまして、必要な方については２

次避難所のほうにお移りいただくというふう

なことになります。 

 ですから、１次避難所と２次避難所という

のは、少々社会的な位置づけが違うというと

ころで、今回、２次避難所の防災のトイレに

つきましては、計画的に進めていただかせて

いる中で、１校が最後に残っているというよ

うな、そういう状況でございます。 

 

○城下広作委員 １次避難所と２次避難所と

分ける理由は分かるんですけれども、災害が

種類によってマックスを超えて、最初の段階

から２次避難所を使わなきゃいけない場合も

出てくるでしょう。それがこの間の熊本地震

だったんです。それを教訓として、県立学校

はもともと避難所じゃなかったんですよ。全

部小中学校だけだったんです。だけど、それ

じゃ足らないということで、急遽県立学校を

入れたんですよ。だから、それは、災害の規
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模を、マックスが大きいときを考えておかな

いと、その考え方は間違いなんです。いきな

り１次、２次を使う場合もあるんだから。そ

のときに、その２次避難所のここの部分だけ

は考えてなかったとなると、一生懸命防災教

育を教員にやると言いながら、結局、そこ

で、まあ、このくらいの程度の災害で終わる

だろうという形で考えたら、せっかく教員に

防災教育をやろうとしても、それはちょっと

意識が低くなってしまうよ、そんなことを言

うと。 

 やっぱり避難所という形で位置づけている

からは、それは１次も２次もちゃんと対応し

とくということの考えを持っとかないと、そ

れは整合性がなくなると私は思いますよ。 

 その辺の防災というのは、逆に言えば、あ

ってはならないけれども、最大になったら、

本当受け皿をするときには、しっかり対応で

きるような形を考えておくということは大事

なことです。特に、生理現象の部分では、ト

イレというのは、いっぱい私たちはあの地震

のときも苦労して、いろんな形で支援をして

きたんですよ、本当に。それが分かるから、

あれが一番苦しかったから、ぜひその辺は考

えていただきたいと思います。 

 最後、すみません、さっと終わります。 

 夜間中学校の件で、21ページ。 

 候補地は決まりましたけれども、正式に決

定するのは何月ぐらいですか。正式に学校、

ここだと決定するのはいつぐらいになるんで

すか。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 ただいまのいつ頃決定するのかという御質

問に対して申し上げます。 

 現在、最終的な設置場所の確定であった

り、また対象学年、また定員であったり、ま

た費用の面であったり、その他もろもろ、基

本方針等を含む基本構想を今最終的に調整を

行っているところでございます。 

 早急に進めて――現段階で何月ということ

はちょっとまだ言えない状況でありますが、

早急に進めてまいりたいというふうに思って

おるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 じゃあ、早急に検討してく

ださい。お願いいたします。 

 

○末松直洋委員 今の夜間中学の件ですけれ

ども、これは義務教育課ということなので、

義務教育課程なんですよね。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 はい。義務教育の中学校でございますの

で、義務教育課程ということになります。 

 

○末松直洋委員 熊本県立の義務教育課、熊

本県立の夜間中学ということになるわけです

ね。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 県立で今進めているところでございます。 

 

○末松直洋委員 これから広報活動とかやっ

ていく中で、いろんな広報のやり方を考えて

いかなければならないかと思っています。外

国籍の方、そしてひきこもりの方とか、いろ

んな形の広報、例えば、ネットとかＳＮＳを

使った、新聞とか媒体を使ったやり方、シン

ポジウムもされているということで、かなり

興味を持つ方は多いかなと私は思っていま

す。 

 その人たちを、いかにもう一回学び直した

いという方向に向けていくか、それは熊本県

の頑張りにかかっていると思いますので、ど

うかしっかりＰＲ活動をよろしくお願いいた
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します。 

 

○渕上陽一委員 21ページの基礎学力の向上

の２のところの新規の低学年わくわく学習支

援員配置事業というところなんですけれど

も、ここは、学習支援の追加配置を行う市町

村にということなんですよね。これが、県内

全ての学校にというならよく理解ができるわ

けでありますけれども、今回、日本一のＩＣ

Ｔ教育をやるんだということであります。 

 まあ、私もあまり勉強しなかったので、自

分のことですからよく分かるんですけれど

も、何が分からんかいと聞かれても、何が分

からぬか分からぬけん分からぬとですね。多

分、ＩＣＴでタブレットも子供たちみんなに

渡されるということでありまして、多分プロ

の先生方ばかりでありますから、一人一人の

つまずき点は多分見えてくるだろうなと思っ

ておりまして、そこにどう気づいてやれるか

ということだろうというふうに思っておりま

す。 

 先ほど、教育長のやるべきことの中の２つ

目で、誰一人取り残さない学びの保障という

ことでありましたので、まあ金額は限られて

いるんですけれども、ここは、多分どこの市

町村に対しても、しっかり手を挙げて、こう

いう事業があるんだということを精いっぱい

伝えてあげていただいて、それが増えれば、

まさしくここの予算はしっかり取って、つま

ずきを取ってあげるのが一番大事だろうとい

うふうに思いますので、何とかしっかりここ

はやっていただきたいなというふうに思いま

すので。ここは要望であります。 

 あと１点、すみません、昨日、記事を読ま

せていただきました、教育長の。子供たちの

夢を育み、夢を実現するために何ができるか

を考え、全力で取り組むと、並々ならぬ決意

であったと思っています。また、今日、教育

長としての考え、今後特に力を進めていきた

いということの中の１番目、命を守る教育、

安全、安心な学校づくりということでありま

す。 

 昨日の新聞、教育長の記事も載っておりま

したけれども、自殺をされた学校の記事も載

っておりまして、「随想」というところを読

ませていただきました。 

 もう二度とそういうことがあってはならな

いという思いもしたわけでありますし、それ

と同時に、しっかりとあの後も学校のほうで

対応いただいているというふうに思って、感

謝を申し上げたいというふうに思いますけれ

ども、いじめなんですけれども、これもずっ

と取り組んでこられたというふうに思います

けれども、いじめがあっているかないかをど

こで気づくかが一番大事だろうというふうに

思っております。 

 これは、調査というのはずっとやられてい

るのか、また、その数がだんだん減っている

のか、減ってないのか、もし分かれば教えて

いただければというふうに思います。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 いじめにつ

きましては、昨年度の文科省の発表によりま

すと、それまでずっと増加をしておりました

が、昨年度は、いじめについては減少いたし

ております。 

 本県の対策といたしましては、まず、学校

のほうに、子供たちにＳＯＳをやっぱりきち

っと出させる教育をしようということで、県

立高校等では、研究指定校を設けまして、そ

こで外部講師に入っていただいたり、スクー

ルカウンセラーに講師をしていただいたりと

いうことで、自分が何かあったときにやはり

ＳＯＳを出せる力を備えようということで研

究指定をしまして、そして、そこで研究発表

をして、そこを見学してもらうというふうな

取組をしておりますし、また、学校の中に昨

年度から情報集約担当者という職員を設けま

して、何かあったならば、担任が一人で抱え

るのではなく、情報を知った者が抱えるので
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はなく、学校全体で情報共有をするというふ

うな学校の中の仕組みをつくっていくという

ことで、今取組を進めているところでござい

まして、今週末に、情報集約担当者につきま

しては、全員研修をするということで準備を

しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 大変でしょうが、本当、な

かなか子供たちって、それこそ親の虐待で

も、なかなか自分のほうから伝えるというこ

とはできないんです。やっぱりしっかりと子

供と先生方の人間関係をつくっていくのが一

番大事だと、これは不登校も一緒だと思いま

すけれども、大変でしょうけれども、しっか

り頑張っていただければというふうに思いま

す。 

 

○池田和貴委員 13ページ、高校教育課さん

に伺いたいんですが、ここに産業人材の育成

及び就職支援というのがあります。 

 ここのところずっと、いわゆるマスコミ等

でも報道があるように、ＴＳＭＣが熊本に来

ることによって、非常に経済的には大変期待

が膨らんで、就職先も増えてということであ

るんですが、やはり地元の企業からすると、

今まで地元の企業を選択していた子供たちが

かなり少なくなってしまって、自分たちの会

社を継続していくことが大丈夫だろうかとい

う心配事をよく経済界の方から聞きます。 

 そういった意味では、高校を卒業した子供

たちが、もちろん子供たちの選択は、これは

もう誰にも束縛されることなく、自分がどこ

に行って働くか、どういう仕事に就くかとい

うのは、それは子供たちが選ぶことなんです

けれども、その選ぶ子供たちに対して、選ぶ

ためには情報が必要になってきて、その情報

が届けられることによって選択が変わってく

る場合もあると思うんですね。知らなかった

とか、それを知っていたことによってここに

就職を決めたとか。 

 そういう意味では、ここの産業人材の育成

及び就職支援で、もともと熊本県からは県外

に出ていく高校生の方が多かったので、なる

べく地域に残ってもらうように努力をしてこ

られたということだというふうに思います。 

 今までは、漠然としたその危機感があった

んですけれども、ＴＳＭＣが来たことによっ

て、もう本当明らかなところが見えてきたわ

けですね。今度は、県外じゃなくて、県内に

大きな企業が出てきたことよってちょっと考

えが違ってきたんですけれども、そういった

意味で、これは、すみません、商工労働部の

ほう――まあ、石元さんいらっしゃるんです

ね。商工労働部とも連携してやっていくこと

なんでしょうけれども、そういった連携を取

りながらやっていかれているのか。教育委員

会とすれば、教育委員会の考え方もあるでし

ょうし、ただ、実際、現実的な問題とする

と、そういったところといろんな意味で意識

共有しながらやっていったほうがいいんじゃ

ないかというふうに思うんですけれども、そ

こはどういうふうになっているのかなと思っ

てですね。 

 

○前田高校教育課長 今委員御指摘のお話に

対しては、まずもって商工労働部のほうとは

しっかり交流を、これまでもそうですし、こ

れからも連携を、現在も取っておりますし、

今後もしっかり連携を取りながら進めていこ

うということは、もうお互いにしっかり話は

できております。 

 その中で、委員御指摘のとおり、いわゆる

地元の企業の魅力をどうやって伝えるかとい

うことが、まさしくここに挙げさせていただ

いた各事業でございまして、もちろん特定の

企業さんだけではなくて、事業者だけではな

くて、全ての県内の事業所をしっかりキャリ

アサポーターも回って、それぞれの会社の特

徴をしっかりつかんで、それを生徒、保護者
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に伝えていくという活動を今後もしっかり続

けていく中で、県内の企業の魅力を保護者、

生徒に伝え、そして、地元で安心して働ける

という状況をつくれるように、また頑張って

まいりたいと思っております。 

 ありがとうございます。 

 

○池田和貴委員 よろしくお願いします。 

 今後は、だからちょっと今までと環境が違

ってきたと思うんですね。県外のところに行

くというのと県内にある新しく来たグローバ

ル企業、地元の企業と比べて、待遇とかそう

いったものも、まあグローバルスタンダード

というか、かなり差がもしかしたらあるかも

しれないんですね。全体を見れば、まだ分か

らないですよ。そういうところも踏まえて、

やっぱり環境が変わったことによってのやり

方というのも、ぜひ対応していただくよう

に、これは要望しておきます。お願いしま

す。 

 

○岩田智子委員 14ページなんですけれど

も、高校教育課です。 

 私も、前年もこの委員会だったので大体分

かるんですけれども、魅力化の(4)番です

ね、入学者選抜検討委員会の開催というのが

ありますけれども、入学者選抜検討委員会の

中身はどんなものでしたっけ。御説明をお願

いします。 

 

○前田高校教育課長 入学者選抜検討委員会

に関しましては、昨年度立ち上げておりまし

て、まず、現在の県立高校の入学者選抜制度

を検証した上で、今後どのような――もう今

現在、10年、実は現在の制度でたっておりま

して、今後、今、少子化も含めて、県立高校

のいわゆる入学者、志願者も少し減っており

ますという状況もありますので、どのように

して入学者選抜制度をつくればよいかという

ことを検討させていただいております。 

 委員の皆様には、できるだけ幅広い御意見

をいただきたいということで、学識経験者、

それから、いわゆる高校、中学、小学校の校

長、そしてＰＴＡの方々、そして、いわゆる

熊日さんですけれども、マスコミの方にも入

っていただいて、そして教育警察の常任委員

長にもお入りいただいて、県民の声も入れな

がら進めているということで、昨年度２回委

員会を、実は３回の予定だったんですけれど

も、コロナの関係でどうしても２回しかでき

ませんでしたが、本年度、また引き続き、今

後また検討を進めて、よりよいものができる

ようにというふうに考えております。 

 

○岩田智子委員 じゃあ、本当しっかりもん

でもらって、子供たちが本当に行ける学校に

行き、行きたい学校がいっぱいつくれるよう

になるといいんですが、それは、今年３回開

催をして、その結果というのはどんな目標と

いうか、いつその決定するってあるんです

か。 

 

○前田高校教育課長 今のところの予定で

は、今年度、現在４回ほど委員会を開催する

予定にしております。そして、今年度中に一

つの方向性が出せればということを目途に進

めてまいりたいと考えております。 

 

○岩田智子委員 分かりました。しっかりと

もんでいただきたいと思います。 

 

○大平雄一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○大平雄一委員長 次に、その他に入りま

す。 

 今回、執行部からの報告はありません。 

 その他で何かありませんか。 

 

○池田和貴委員 すみません。私、今回、１
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つの事象から、教育委員会のリスクコミュニ

ケーションの在り方はどうかなとちょっと感

じたところがあったものですから、ぜひ皆さ

ん方にちょっと考えていただきたいというふ

うに思いまして、ちょっとお話をさせていた

だきたいと思います。 

 やっぱりコロナウイルスの感染の関係で、

県立高校に感染者が出ました。かなりの人数

が出たんですが、かなりの人数が出たことに

よって２年生と３年生の学年閉鎖になりまし

た、学校は。ただ、これは、数は10数人、20

人弱ぐらいだったんですけれども、これはク

ラスターということには認定ならなかったん

です。様々な事情で、地元の保健所というの

はクラスター認定をしなかった。ただ、学年

閉鎖になった。２年生、３年生が学年閉鎖。 

 そうすると、やっぱり地域にとってみる

と、大きな変化なわけですよね。私のところ

にも、そういったことの問合せが入ってきま

した。私は、もちろん県会議員ですから、ど

うなっているんだと調べようと思って、ま

ず、そこの学校のホームページを拝見した

ら、ホームページには何も記載をされていま

せんでした。学年閉鎖しているんだよねと思

って、直接学校に電話をしました。そうした

ら、うわさで聞いていたのと同じような回答

が私にありました。 

 ただ、私からすると、やっぱり地域にとっ

て大きな変化があっているので、その主体者

である学校は、その事情については説明をし

たほうがいいんじゃないかというふうに思っ

て、学校側には、ちょっと公に皆さん方が学

校として今の現状を出したほうがいいんじゃ

ないですかというふうにお伝えをしたとこ

ろ、学校側も、確かにそうですねと、あと

は、当然私のように学校に電話で問い合わせ

てくれる人もいるでしょう、そのときに、対

応した人は、学校側の公式な発表がないの

に、どういう答え方をするんですか、それは

個人として大変なんじゃないの、だから、こ

ういうのがあったときには、やっぱりその主

体がきちんと情報を、できるところを出して

やることが必要じゃないんですかという話を

私自身しました。 

 学校サイドも、確かにそうですねと考えて

いただいて、一応県教育委員会にも問い合わ

せたら、いわゆるコロナのクラスターが発生

したときには公表するんだけれども、そうじ

ゃないときには、いわゆる生徒のプライバシ

ーの関係があるので公開しないようにしてい

る、そういうルールになっているということ

だったので、それはそれで分かります。た

だ、事情によって、やっぱりそこは、私は、

学校現場も含めて考えていただきたいなと思

うんですね。本当に、クラスターじゃないか

ら公表しないのが正しいのかどうか。 

 私は、やっぱりそういうときには、学年閉

鎖をしました、例えばこういう理由で学年閉

鎖をしました、何月何日まではそうしたいと

思いますぐらい、やっぱり必要最小限、生徒

のプライバシーを守りながらきちんと社会の

中で情報発信するというのが、こういう何か

が起きたときのリスクコミュニケーションだ

と思うんですけれども、ぜひそういったとこ

ろをもう一度、私、教育委員会として考えて

いただきたいなと思ったところであります。 

 皆さんは行政なので、決められたルールに

基づいてやるということは皆さん方に求めら

れているので、それはもうそのときのルール

というのは守らなきゃいけないと思うんです

けれども、それとちょっと外れたときにどう

やっていくかというのは、やっぱりそのルー

ルを見直すということをその場で考える、そ

ういった組織であってほしいなというふうに

思いましたので、まあ答えを求めるつもりじ

ゃないんです。ぜひそういったことも教育委

員会として考えていただきたいということで

ございますので、ぜひ考えて、何か皆さん方

で話し合った後、こういうふうにしていきま

すというのが決まったら、また教えていただ
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ければと思います。 

 以上です。 

 

○平江体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 今池田委員のほうから御指摘をいただきま

した、県立学校においてクラスターが発生し

ない場合の学校名の公表ということでござい

ますけれども、今お話の中にありましたよう

に、国の通知を踏まえまして、学校名を公表

するときは慎重に取り扱うようにということ

の指示を受けて、県教育委員会としまして

も、１つのルールを、これは健康福祉部と連

携をしまして、クラスター発生時に学校名を

公表するということでこれまで対応してきて

いるところでございます。 

 委員から御意見いただきましたことにつき

ましては、今後、内容をいま一度教育委員会

のほうでも関係課と連携して検討させていた

だきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 記事の話で申し訳なかっで

すけれども、昨日の新聞によりますと、昨年

５月１日時点で、教育委員会で128名の教員

が不足していると、採用試験の見直しや退職

者の再雇用、あらゆる手段を使って教員確保

をするということでありました。 

 実は、昨年でありましたけれども、ある学

校――なぜそうなったかは分かりませんけれ

ども、体育の授業が行われなかったというこ

とで私のところに連絡がありまして、支援学

校だったんですね。何か所かの支援学校には

電話して、ほぼ皆さんやっていらっしゃった

んですが、できないところがあったというこ

とでありました。多分、先生が足りないの

か、サポートする人が足りないのかというこ

とだったと思いますけれども。こういうのは

絶対にあっちゃいかぬというふうに思ってお

りますので、ぜひとも、職員がいないから何

か子供がやることができなくなるというよう

なことはないように、ぜひともやっていただ

きたいと。 

 これは要望でよろしいです。よろしくお願

いします。 

 

○城下広作委員 私にもこういう相談があっ

たんですね。コロナが多いときに、部活が中

止になって、一切やるなと。ところが、全国

大会に今出ているとじゃないかと、部活はす

るなと言っといて、試合には出ているじゃな

いか、何かおかしいじゃないかと、単純に保

護者からそういう話があって、確かにそうで

すねと、私も返事に困って。 

 部活ということで、生徒が集うというそう

いう場面がクラスターを招く、感染の拡大に

もなるから部活はやめなさいと、県立学校で

意見が出る。 

例えば、いろんなスポーツの大会があっ

て、それに参加する、それも、まあ部活の延

長じゃないけれども、一緒じゃないのという

ふうに一般の人はそう思う。我々は、全国大

会だから特別な部分で、そこは感染対策して

やってもらいたいとか、それは分かるんで

す。だけど、それではない、もう身近な自分

の子供が、一生懸命日々練習している部活を

やるなと言っているのに、一方でやると、開

催されているというのは、これは矛盾しない

んですかという、単純にその質問を投げつけ

られたときに、私は明確にどうこうと、全国

大会は特別なんですよと、それを言い切ると

いうのはなかなか難しいところがちょっとあ

ったということで、そういうふうな疑問を思

われる方も現実にたくさんいるということを

一応認識しとってもらえばということで、答

えはよろしいです。 

 

○大平雄一委員長 ほかに何かありません

か。 



第２回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（令和４年４月27日) 

 - 20 - 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○大平雄一委員長 なければ、以上で本日の

教育委員会の議題は終了いたしました。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、ここで５分間の休憩をいたします。 

 再開は、11時25分といたします。 

  午前11時17分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時24分開議 

○大平雄一委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 まず、説明員の入替えがあっておりますの

で、執行部の幹部職員の自己紹介をお願いし

ます。 

 課長以上については自席からの自己紹介と

し、審議員ほかについては、お手元にお配り

しております委員会説明資料にある幹部職員

名簿により紹介に代えさせていただきます。 

 それでは、山口警察本部長から、幹部職員

名簿の順番により、自席から自己紹介をお願

いします。 

  （警察本部長、警務部長～交通規制課長

の順に自己紹介) 

○大平雄一委員長 ありがとうございまし

た。 

 １年間、このメンバーで審議を行いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、主要事業の説明に入ります。 

 なお、本日の委員会は、インターネット中

継を行っておりますので、委員並びに執行部

におかれましては、発言内容が聞き取りやす

いように、マイクに向かって明瞭に発言いた

だきますようお願いします。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着座のまま、簡潔にお願いします。 

 それでは、警察本部長から総括説明を行

い、続いて担当部長から順次説明をお願いし

ます。 

 初めに、山口警察本部長。 

 

○山口警察本部長 教育警察常任委員会に就

任されました委員の皆様方には、平素から警

察行政の各般にわたり、深い御理解と温かい

御支援を賜っておりますことに、まずもって

心より御礼を申し上げます。 

 本日は、本年度初めての委員会でございま

すので、私からは、県下の治安情勢と今後の

県警察の基本的な取組について、その概略を

説明させていただきます。 

 なお、各部門の業務概況につきましては、

この後担当部長から説明させていただきま

す。 

 まず、昨年における県下の治安情勢につい

てですが、昨年中の交通事故情勢につきまし

ては、関係機関や県民の皆様から多くの御理

解とお力添えをいただきました結果、死者

数、負傷者数ともに前年を下回る結果となり

ました。特に、死者数については、２年連続

で統計史上最少を記録しております。 

 しかしながら、刑法犯認知件数につきまし

ては、平成16年以降、17年連続で減少してい

たものの、昨年、18年ぶりに増加に転じる結

果となりました。 

 特に、高齢者を狙った電話で「お金」詐欺

の認知件数が大幅に増加しているほか、Ｄ

Ｖ、ストーカー、児童虐待といった人身安全

関連事案や社会のＩＴ化の目まぐるしい進展

に伴い、サイバー空間の脅威が一層深刻化す

るなど、治安上の新たな課題が見られるとこ

ろであります。 

 これらの課題に的確に対処していくため、

県警察では、県民の期待と信頼に応える強い

警察、安全で安心して暮らせる熊本の実現を

運営方針として、令和４年、運営重点及び推

進施策を策定し、県下の治安情勢や県民のニ

ーズ等を踏まえた総合的な治安対策を推進す

るとともに、関係機関や団体と緊密に連携

し、官民一体となった効果的な治安維持活動

を展開し、県民の安全と安心の確保に努めて

まいります。 
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 委員の皆様方には、多方面にわたる御理解

と御支援を賜りますようお願い申し上げまし

て、私の説明とさせていただきます。 

 

○大平雄一委員長 続いて、担当部長から順

次説明をお願いします。 

 

○清水警務部長 警務部でございます。 

 私からは、警察本部の説明資料に基づき、

県警察の概要と警務部の主な業務について御

説明をさせていただきます。 

 説明資料の最初には、目次と今年度の幹部

職員の名簿をつけさせていただいておりま

す。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 まず、１ページを御覧ください。 

 項目１の公安委員会につきましては、警察

の民主的運営、政治的中立性を確保するため

に置かれ、警察を管理している合議制の行政

委員会でございます。令和４年４月１日現

在、下山委員長以下５人の委員で構成されて

おるところでございます。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 令和４年４月１日現在における県警察の組

織につきましては、項目２の組織図のとおり

でございます。 

 警察本部長の下、警察本部各部、熊本市警

察部、警察学校及び警察署で組織されてお

り、警務部には、総務課、警務課、監察課、

会計課、教養課、厚生課、情報管理課、広報

県民課及び留置管理課といった９つの所属が

ございます。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 項目３の職員の条例定数につきましては、

令和４年４月１日現在、警察官と一般職員合

わせて3,528人となっております。 

 警察官の増員状況について申し上げます

と、平成14年度から平成29年度までの間に合

計332人が増員されておるところでございま

す。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 項目４の警察官１人当たりの負担人口につ

きましては、令和３年４月１日現在の警視以

下の政令定数及び令和２年１月１日現在の住

民基本台帳の人口に基づき算出しております

が、582人となっております。 

 同じく、４ページでございます。 

 項目５の職員の年齢構成につきましては、

令和４年４月１日現在の平均年齢は37.8歳と

なっております。30歳代と40歳代の職員の比

率が高く、全体の約６割を占めておるところ

でございます。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 県警察では、第２に記載しております、県

民の期待と信頼に応える強い警察、安全で安

心して暮らせる熊本の実現という運営方針の

下、第３の項目２に記載しております、犯罪

の起きにくい社会づくり、県民生活を脅かす

犯罪の取締り、安全かつ快適な交通の確保、

テロ、災害等緊急事態から県民を守る活動の

推進、県民の期待と信頼に応える強い組織づ

くりを運営重点として、各種施策に取り組ん

でおるところでございます。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 第４の警察予算については、本年度の警察

本部の当初予算は400億2,600万円であり、県

予算に占める割合は4.4％になっておりま

す。そのうち73％を人件費が占めておるとこ

ろでございます。 

 県政運営の基本方針に係る予算の詳細につ

きましては、６ページから７ページの項目２

に記載しておるところでございます。 

 次に、８ページを御覧ください。 

 第５の警察署の再編につきましては、県下

の警察署の現状と課題を踏まえまして、限ら

れた警察力を有効に活用するという観点か

ら、①から③に記載しております再編を実施

してきたところでございます。 

 同じく、８ページの第６の警察施設の現状

でございますが、令和４年４月１日現在、県
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下の警察施設368施設のうち、耐用年数を超

過した施設は127施設となっております。全

施設の約34.5％を占めておりまして、計画的

に整備していく必要があるというふうに考え

ております。 

 なお、現在は、上天草警察署の建て替え工

事を行っておるところであり、令和５年度の

完成を予定しているところでございます。 

 次に、９ページを御覧ください。 

 第７の優秀な人材の確保につきましては、

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ

て、ウェブサイト、ＳＮＳ、ＰＲ動画等を活

用しながら、工夫を凝らして採用活動を行っ

ておるところでございます。 

 また、令和４年４月１日現在、全警察官に

占める女性警察官の割合につきましては、 

9.8％と、前年より0.4ポイント増加したとこ

ろでありますが、令和３年３月に策定いたし

ました特定事業主行動計画では、令和８年度

当初までに全警察官に占める女性警察官の割

合を12％以上としておりまして、女性の活躍

推進に取り組んでおるところでございます。 

 その他、強い組織づくりを推進するための

取組の状況につきまして、９ページから10ペ

ージにかけて記載をしておるところでござい

ます。 

 次に、11ページを御覧ください。 

 第８の県民への情報発信につきましては、

広報誌「熊本のまもり」の発行、インターネ

ットの活用、マスコミとの連携、県警察音楽

隊の演奏活動等の広報啓発活動等を実施して

おるところでございます。 

 同じく、11ページでございます。 

 第９の犯罪被害者支援の充実強化につきま

しては、被害者支援要員制度や公費支出制度

など各種施策のほか、民間の被害者支援団体

と密接に連携した支援活動を展開するなど、

被害者等の２次被害防止低減に向けた取組を

推進しておるところでございます。 

 次に、12ページを御覧ください。 

 第10の警察安全相談業務の現状につきまし

ては、令和３年の相談受理件数は３万7,936

件と、前年より2,341件増加したところでご

ざいます。生活安全部門の相談が全体の68.8

％を占めておるところでございます。 

 次に、13ページを御覧ください。 

 第11の留置施設につきましては、警察本部

直轄留置施設と警察署留置施設を運用してお

るところでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

のための資機材の充実を図るなどしながら、

適正な留置業務の推進を行っておるところで

ございます。 

 最後の14ページにつきましては、警察学校

における採用時教養の詳細を記載しておると

ころでございます。 

 警務部からは以上になります。 

 

○髙光生活安全部長 生活安全部でございま

す。 

 引き続き、資料の15ページから御説明いた

します。 

 まず、第１、子供、女性、高齢者をはじめ

とした県民を犯罪等から守る取組の推進につ

いてです。 

 県下の刑法犯認知件数は、昨年、18年ぶり

に増加しましたが、数値は減少傾向を維持し

ております。 

 今後も、街頭防犯カメラシステムの適切な

運用や地域住民に対する効果的な防犯情報の

提供、防犯ボランティア団体との連携、協働

した取組など、犯罪の起きにくい環境づくり

のための各種対策を推進してまいります。 

 資料の16ページを御覧ください。 

 電話で「お金」詐欺については、令和３年

中、認知件数、被害額ともに前年から大幅に

増加しています。特に、高齢者をＡＴＭへ誘

導し、送金させる還付金詐欺の被害が多発し

ていることから、引き続き、金融機関等と連

携し、ＡＴＭでの携帯電話通信・通話禁止や
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声かけの励行、広報啓発による注意喚起、被

害に遭いやすい高齢者等を重点に置いた実効

性のある取組などを推進してまいります。 

 資料の17ページを御覧ください。 

 子供や女性を対象としたわいせつ、声かけ

事案の届出件数は、前年比で減少しています

が、依然として年間1,000件以上の高水準で

推移しております。 

 生活安全部では、性犯罪の前兆となる声か

け、つきまとい等の事案を認知した時点で、

専従の対策係員が管轄署と連携し、早期に行

為者を特定して、積極的に検挙、警告等の措

置を講じるほか、犯行が予想される場所での

警戒活動を行うなど、凶悪な性犯罪を未然に

防止するための先制・予防的活動を徹底して

おります。 

 資料の18ページを御覧ください。 

 次は、第２、少年の非行防止と保護対策の

推進についてです。 

 県下の刑法犯少年は、平成16年以降減少を

続けていましたが、令和３年は増加に転じて

おり、その要因としましては、14歳未満の触

法少年の増加が挙げられ、非行の低年齢化が

危惧されるところであります。 

また、福祉犯の被害に遭う少年は、前年に

比べ減少しておりますが、依然後を絶たない

状況にあります。 

 今後も、ユーチューブを活用した広報啓発

活動の配信をはじめ、学校等関係機関と連携

した少年の非行防止及び保護対策を推進して

まいります。 

 資料の20ページを御覧ください。 

 次は、第３、人身安全関連事案対策につい

てです。 

 ストーカー、ＤＶ、行方不明、虐待事案な

どの人身安全関連事案については、昨年、警

察本部に新設した人身安全対策課と各警察署

が、事案の認知段階から効果的に連携し、被

害者等の安全確保を最優先とした組織的対応

を図っております。 

 20ページ以降、22ページまでは、各事案の

対応状況等の推移で、御覧のとおりでありま

す。 

 資料の23ページを御覧ください。 

 次は、第４、生活環境事犯の検挙状況等に

ついてです。 

 昨年は、高齢者等を狙った寝具販売業者に

よる特定商取引に関する法律違反事件や建設

業者が不法投棄を行った廃棄物処理法違反事

件等を検挙しております。 

 24ページの繁華街総合対策では、平成31年

３月に繁華街特別対策室を設置して総合対策

を推進した結果、客引き110番通報、料金ト

ラブル件数も減少傾向にあります。 

 引き続き、新型コロナウイルスの感染状況

と繁華街の人流を注視しながら、各種対策を

推進してまいります。 

 また、25ページについては、許可等事務に

ついてでありますが、引き続き適正かつ厳格

な業務を推進し、不適正事案防止に努めてま

いります。 

 資料の26ページを御覧ください。 

 次は、第５、サイバー犯罪の検挙状況等に

ついてです。 

 サイバー犯罪の検挙件数は、年々増加して

おります。昨年中は、会社員の男性が、オン

ラインゲームのデータにひもづく利用者情報

等を、運営会社の意に反して変更するなどし

た私電磁的記録不正作出、同供用事件の検挙

がありました。また、相談件数は増加傾向に

あり、昨年中は3,554件と過去最多となって

おります。 

 今後は、サイバー犯罪の抑止と検挙ととも

に、捜査員の対処能力の強化にも取り組んで

まいります。 

 資料の27ページを御覧ください。 

 次は、第６、地域警察活動についてです。 

 地域警察官は、全警察官の約３割を占めて

おり、24時間体制で警察事象全般に即応する

活動を担っております。 
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 今後も、交番、駐在所等の機能強化に努

め、引き続き制服警察官やパトカーによる見

せる警戒活動を強化し、県民の最も身近な存

在として、県民の安全、安心のよりどころと

なる活動を行ってまいります。 

 資料の29ページを御覧ください。 

 最後は、第７、通信指令業務についてで

す。 

 110番センターでは、令和３年中に約10万

5,000件、１日平均約288件の110番を受理

し、パトカー等への指令を行っております。 

 活動の要であります通信指令システムは、

令和２年３月に高度なシステムに更新し、よ

り迅速な警察活動の展開に効果を発揮してお

ります。 

 また、本年３月には、ヘリコプターテレビ

システムの地上設備を更新し、警察用航空機

「おおあそ」による被疑者の追跡や遭難者の

捜索等、初動警察活動のさらなる強化に努め

ております。 

 生活安全部からは以上でございます。 

 

○開田刑事部長 刑事部でございます。 

 資料の30ページをお願いいたします。 

 第１、刑法犯の検挙状況でございます。 

 中央の内容欄を御覧ください。 

 昨年の検挙件数は3,306件で、前年比マイ

ナスの272件、検挙人員は2,302人で、前年比

プラス129人でございました。 

 31ページをお願いいたします。 

 第２、重要犯罪の検挙状況でございます。 

 重要犯罪とは、備考欄下段に記載しており

ます、殺人、強盗などの７罪種でございま

す。 

 昨年の検挙件数は103件、検挙人員は94

人、検挙率は95.4％で、いずれも前年を上回

っております。 

 32ページをお願いいたします。 

 第３、重要窃盗犯の検挙状況でございま

す。 

 重要窃盗犯とは、備考欄下段に記載してお

ります、侵入盗、自動車盗などの４罪種でご

ざいます。 

 昨年の検挙件数は313件で、前年比プラス 

86件、検挙人員は113人で、前年比マイナス

３人でございました。 

 本年も引き続き、県民生活に不安を与える

重要犯罪や県民の皆様の身近で発生する窃盗

事件を、早期かつ確実に検挙してまいりま

す。 

 33ページをお願いいたします。 

 第４、知能犯の検挙状況でございます。 

 知能犯とは、備考欄下段に記載しておりま

す、詐欺、横領などの罪種でございます。 

 昨年の認知件数は292件、検挙件数は228

件、検挙人員は183人で、いずれも前年を上

回っております。 

 下段にございます新型コロナウイルス感染

症対策として支給される持続化給付金、雇用

調整助成金の詐欺事件が、件数増加の主な要

因でございます。 

 34ページをお願いいたします。 

 第５、組織犯罪対策の推進の１、電話で

「お金」詐欺でございます。 

 昨年の認知件数は88件、被害総額は１億 

7,100万円と、いずれも前年より大幅に増加

しております。 

 一方、検挙件数は25件で、前年比マイナス

８件と低調でございましたので、被害の未然

防止対策を徹底するとともに、１件でも多く

の事件を検挙できるよう取り組んでまいりま

す。 

 35ページをお願いいたします。 

 ２の(1)暴力団情勢につきましては、本年

２月末現在で24組織、約420人を把握してお

ります。このうち、六代目山口組系、神戸山

口組系、道仁会系の３団体が全体の約73％を

占めております。 

 県警では、暴力団犯罪の取締りと官民一体

となった暴力団排除活動により、暴力団の壊
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滅、弱体化を推進してまいります。 

 37ページをお願いいたします。 

 第６、国際・薬物・銃器対策の推進の１の

(1)薬物事犯の検挙状況でございます。 

 昨年の検挙人員は146人、このうち覚醒剤

が88人、大麻が56人でございました。 

 薬物事犯は、暴力団の資金源となってお

り、特に大麻事犯は、若年層を中心に増加傾

向にありますことから、薬物事犯の徹底検挙

と乱用防止に向けた広報啓発に努めてまいり

ます。 

 39ページをお願いいたします。 

 ２の(1)来日外国人犯罪の検挙状況でござ

います。 

 昨年の検挙件数は91件、検挙人員は53人で

ございました。国籍別で見ますと、ベトナム

人が25人で、全体の約47％と最も多く、次い

で、中国人、ネパール人、フィリピン人がそ

れぞれ６人となっております。 

 刑事部としましては、県民の皆様に安全、

安心を実感いただけるよう、本年も各種取組

を強力に推進してまいります。 

 刑事部は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○西村交通部長 続きまして、交通部の業務

概況について御説明いたします。 

 まずは、第１、交通事故情勢についてで

す。 

 資料43ページの１、交通事故の発生状況を

御覧ください。 

 (1)のグラフは、過去５年間の推移を表し

たものです。 

 令和３年中の交通事故につきましては、死

者数、負傷者数は減少した一方、14年連続で

減少していた発生件数は、増加に転じまし

た。死者数にあっては、39人と、２年連続で

統計の残る昭和23年以降の最少数となりまし

た。 

 下の過去５年間の状態別死者数の推移を御

覧ください。 

 本県の死者の多くは、歩行者と自動車乗車

中でありますが、歩行者の死者が減少した年

は全体の死者も減少していることから、特に

歩行者の安全確保に関する対策を強化してい

ます。 

 昨年においては、増減を繰り返していた歩

行者死者は、前年同数にとどまるとともに、

自動車乗車中の死者が大きく減少しました。 

 次のページの(2)の交通死亡事故の特徴を

御覧ください。 

 年齢層別では、全死者に占める65歳以上の

高齢者の高齢死者の割合が約６割と依然とし

て高く、引き続き高齢者対策も課題でありま

す。 

 また、昨年は、平成23年以来となる歩行中

の小学生が被害に遭う交通死亡事故が発生し

ています。 

 (3)から(5)までは、重点的に対策を講じて

います高齢者、18歳未満の子供、自転車が関

係する事故の特徴をそれぞれ示しておりま

す。 

 資料46ページを御覧ください。 

 第２の総合的な交通事故抑止対策を御説明

いたします。 

 まず、１の交通部の推進施策についてで

す。 

 県警察において、本年の運営重点の一つと

して掲げている安全かつ快適な交通の確保を

実現するため、交通部では、資料に記載して

おります５つの推進施策に重点を置いて取り

組むほか、昨年可決されました熊本県の交通

安全水準のさらなる向上に関する宣言決議の

内容を踏まえた対策に取り組んでいます。 

 具体的な対策につきましては、次の２、推

進事項に記載しております。 

 (1)の歩行者の安全確保による交通死亡事

故の抑止については、本年も引き続き、アの

歩行者保護啓発活動やイの横断歩行者等妨害

等違反取締り、ウの宣言決議を踏まえた対策
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として、補修が必要な横断歩道の整備に力を

入れてまいります。 

 そのほかに、資料47ページの(2)子供、高

齢者等に対する総合的な交通安全対策の実

施、48ページの(3)安全で円滑な交通環境の

確保に向けた交通安全施設等の整備、同じく

(4)飲酒運転等を行う悪質・危険運転者の排

除、49ページの(5)ルール、マナー遵守の徹

底による自転車安全利用の促進については、

記載しています各施策等を推進してまいりま

す。 

 その中でも、昨年の千葉県八街市で多数の

小学生が被害に遭った交通死亡事故を発端と

した通学路等における交通安全の確保と飲酒

運転の根絶に係る対策は、法改正を含めた各

施策や整備が本格化してまいりますので、適

切に対応してまいります。 

 次に、第３、その他について御説明いたし

ます。 

 資料50ページを御覧ください。 

 効果的な交通安全情報の発信についてで

す。 

 資料には、実際に表示した交通情報板やユ

ーチューブ動画などを掲載しています。 

 本年度からは、新規事業として、(2)の交

通安全意識啓発事業を実施し、テレビＣＭ放

送による広報啓発も行います。 

 今後も、県民の皆様の関心を引き、交通安

全意識を高める効果的な情報発信を行ってま

いります。 

 次に、同じく50ページの２、改正道路交通

法等の施行に伴う適切な対応についてです。 

 (1)の高齢運転者対策として、運転技能検

査制度やサポカー限定免許制度が新設された

改正道路交通法が５月13日から施行され、ま

た、(2)の事業所における飲酒運転根絶対策

として、安全運転管理者による運転者の運転

前後のアルコールチェックが義務づけられた

改正道路交通法施行規則が４月１日から施行

されていますので、改正内容の周知徹底に努

めるなど、適切な対応を行ってまいります。 

 最後に、資料51ページの３、新型コロナウ

イルス感染拡大防止対策についてであります

が、引き続き感染防止に最大限努めてまいり

ます。 

 以上で交通部の説明を終わります。 

 

○小川警備部長 警備部長の小川でございま

す。 

 警備部の業務概況について御説明します。 

 資料の52ページを御覧ください。 

 まず、第１の第４回アジア・太平洋水サミ

ットの安全で円滑な開催の実現に向けた警備

諸対策の推進について申し上げます。 

 水サミットにつきましては、去る23日土曜

日と24日日曜日の２日間、熊本市で開催され

ました。 

 本県警察は、会議の安全で円滑な開催のた

め、本部長以下、所要の警備体制を確保し、

海上警備、要人警護や交通対策などの諸対策

を実施し、無事に任務を完遂しております。 

 なお、手元の資料には、予定または見込み

の表現で記載しておりますが、天皇皇后両陛

下は、オンラインでの行幸啓を賜り、要人に

つきましては、国内要人として、岸田総理を

はじめ、金子総務大臣、斉藤国土交通大臣、

上川元法務大臣の４対象、また、国外要人と

しまして、カンボジア、ラオス、ツバルの各

国首相の３対象、合計７対象に対して警護、

警備を実施しました。 

 今回の大規模警備の経験を貴重な財産とし

て、今後の県内における警備諸対策に生かし

てまいりたいと考えております。 

 次、資料の54ページを御覧ください。 

 第２の経済安全保障対策の推進について申

し上げます。 

 皆様御承知のとおり、半導体生産世界大手

のＴＳＭＣが本県に進出し、今後、半導体関

連企業がさらに本県に集積する可能性がある

ほか、教育機関や研究機関なども新たな取組
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を進めており、本県の企業、教育・研修機関

等が諸外国による先端技術情報獲得の標的に

なることが懸念されます。事実、他県におい

ては、技術情報流出事例も発生しておりま

す。 

 政府の重要課題である経済安全保障を推進

していくためには、それを脅かす対日有害活

動への対策を強力に進めていく必要がありま

す。 

 県警察では、今春、新たに警備部外事課内

に経済安全保障係を設置させていただきまし

たので、各種対策を推進して、先端技術情報

の流出防止に努めてまいります。 

 次、資料の55ページを御覧ください。 

 大規模イベントを見据えた警備諸対策の推

進について申し上げます。 

 国際テロをめぐる情勢は、依然としてイス

ラム過激派の動向が気がかりなところです。 

 我が国を標的とする国際テロの脅威は、国

外において、日本人や我が国の関連施設等の

権益がテロの標的となった事案が現実に発生

しており、例外ではありません。 

 こうした中、県警では、テロの未然防止対

策として、56ページ中段から62ページに記載

のとおり、関係機関等と連携しながら、爆発

物となり得る原料の販売業者やテロに利用さ

れる可能性がある宿泊施設、レンタカー業者

等への管理者対策、平成30年に設立したテロ

対策パートナーシップ推進会議熊本の枠組み

を活用したテロ対処訓練や啓発活動、資機材

の整備、関係機関と連携した水際対策、民間

団体と協力した各種訓練等を計画しておりま

す。 

 また、近年、急激に普及しているドローン

についてですが、今のところ県内でのドロー

ン等小型無人機を使用した特異事案の発生は

ありませんが、国外ではテロの道具として悪

用された事例もありますので、航空法等関係

法令及び飛行中の小型無人機発見時の対処要

領の教養等に取り組み、特異事案発生時の対

処能力向上を図ってまいります。 

 なお、ドローンの登録制度については、県

警ホームページに掲載するなど、様々な機会

やツールを活用して制度の周知を図っていま

す。 

 テロの未然防止は、一朝一夕には実現しま

せんので、今後も関係機関や県民の皆様の理

解と協力を得ながら、テロの未然防止に向

け、各種訓練や対策を行ってまいります。 

 資料の63ページを御覧ください。 

 大規模災害等緊急事態対策の強化について

申し上げます。 

 令和２年７月豪雨災害に際しましては、１

都２府18県警察から延べ約800人の応援を得

て、関係機関とも連携した救出・救助活動に

より、351人の被災者を救出しました。 

 令和３年中の災害警備活動については、64

ページに記載のとおり、大雨洪水警報発表等

に伴い、災害警備対策室を設置するなどして

対処しております。 

 なお、昨年10月20日、阿蘇中岳の噴火につ

きましては、阿蘇、高森両警察署による迅速

な登山者等の避難誘導や交通規制等の実施に

より、人的、物的な被害はありませんでし

た。 

 このように、県警では、過去の大規模災害

の反省、教訓を踏まえながら、本年度も引き

続き、災害発生時の初動体制の早期確立をは

じめ、緊急事態への対処体制の強化を進めて

まいります。 

 その中身につきましては、65ページの３、

対処体制の強化に記載のとおり、本部の機動

隊において、解体予定施設を活用した実践的

な救出・救助訓練や小型重機、ドローンなど

を用いて実際の災害現場を想定した実践的訓

練を実施するほか、各警察署においても、令

和３年度に整備していただいた救助用ゴムボ

ートなどの装備資機材を活用した訓練に取り

組んで、大規模災害等への対処体制の強化を

図っております。 
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 このほか、夜間の災害警備活動に備えた対

処態勢を強化するため、ポータブルＬＥＤ投

光器等の装備資機材の整備を進めておりま

す。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策につ

きましては、67ページに記載のとおり、県警

本部長を長とする熊本県警察新型コロナウイ

ルス感染症対策本部を継続して、感染防止、

装備資機材の整備など、感染防止対策を計画

的に進めております。 

 簡単ではございますが、以上をもちまして

警備部からの説明とさせていただきます。 

 

○大平雄一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○城下広作委員 33ページでちょっと確認を

させてください。 

 知能犯の検挙数の状況ですが、新型コロナ

ウイルスで、持続化給付金とか雇用調整助成

金、こういうのをたくさん挙げてていただい

ているんですけれども、これは、どちらかと

いうと申請されたほうのチェックをするとき

に、ちょっとおかしいということで警察のほ

うにそういうのがあって、そこから詳細に調

べて検挙に至るというような流れなんですか

ね。 

 

○開田刑事部長 刑事部でございます。 

 おっしゃるとおりでございます。今まで、

警察のほうに、相談あるいは自主返納等を含

めまして、およそ200件ほどの届出があって

おります。 

 これが不正受給に該当するか否かは、捜査

した結果判明するものでございまして、その

ような中で捜査を尽くした結果で、ここに示

しております検挙件数、検挙人員になってい

るという状況でございます。 

 

○城下広作委員 ある程度持続化給付金は落

ち着いてきましたし、あと、若干助成金が延

長したりとかいう形の部分で出てくるから、

その辺の中でまたおかしいとなったときは、

また連携を取って、多分出てくるんじゃない

かなと。 

 やっぱりここをしっかりしとかないと、こ

の給付金の制度自体にまで信頼をなくして、

非常に揺らぐことになりますので、これはま

たしっかり対応していただきたいというふう

に思います。 

 続いてよろしいですか、委員長。 

 

○大平雄一委員長 はい。 

 

○城下広作委員 39ページの部分で、要する

に外国人の検挙の数がありました。ここは、

具体的にはどういう内容だったかというの

は、ここではなかなか――下のほうの部分で

はあるんですね。刑法犯か特別法犯かという

形の部分だと思うんですけれども、大まか

に、例えばどういうのがやっぱり多いのかと

いうことをちょっと分かりやすく教えてくだ

さい。 

 

○開田刑事部長 罪種別で見ますと、不法滞

在などの入管法違反が20人、いずれも検挙人

員の約38％を占めております。それから、窃

盗が15人、これが検挙人員の約28％を占めて

おりますので、この２つの罪種でほぼ大半の

事犯になっているという状況でございます。 

 

○城下広作委員 入管法違反の場合は、これ

はもう認識とか、ある意味では故意に、不法
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にしながらという形もあるでしょう。これは

もう取り締まっていただきたい。 

 一番心配するのは、要するに犯罪を犯すと

いうか、そういう部分があるとちょっと困る

なということで、この辺は――まあ、外国人

だからと差別して見るわけじゃなくて、その

辺は多分県民が一番心配するところだと思い

ます。 

 特に、後で出てきますＴＳＭＣ、ここは、

ちょうど54ページにありますけれども、半導

体の部分で、これに関連して雇用も1,700

名、逆に言えば、台湾系とか中国系という

か、中国語をしゃべる方が大体500～600人熊

本に来るというふうに言われています。 

 ということで、例えば犯罪とかそういう意

味じゃなくて、いろんな形で国外から熊本に

来るケースが今から増えるだろうということ

で、特にやっぱりそういうことを視野に入れ

て頑張っていただかないかんなと思いますけ

れども。 

 そこで、これはちょっと相手が変わるかも

しれません。54ページの部分で、このＴＳＭ

Ｃが来ることによって、庁内ではサイバーテ

ロとか経済安全保障の対策でやるんですけれ

ども、もっと細かくに、大津町や菊陽町に人

口がある程度ばあっと集積をするということ

が考えられると思います、雇用関係でです

ね。そうしますと、今の大津署の規模が、ま

だすぐではないんですけれども、２年後ぐら

いから操業稼働すると、人の流れが結構あの

辺に集中すると思うんだけど、大津署という

のが、今までの規模でいいのか、ちょっと規

模を考えにゃいけない部分があるのか。北合

志署ですか、そういうこととのまた関連と

か、人員とか、そういうことも視野に入れる

時期が来るのかどうなのかちょっと分かりま

せんけれども、このＴＳＭＣで今から発展の

し具合い、また、いろいろ関連企業が来るこ

とによっての、そしてまた外国人もたくさん

来ることによってのトラブル、そこでの言葉

の対応、中国語なんかにも対応するとか、英

語なんかで対応するとか、この辺の体制に変

化が生じないのかと、これはちょっとどのよ

うに予想されているのか。それを視野に入

れ、どういうふうに考えて対応していきたい

と思っているという、そういうのがもしあれ

ば確認したいと思います。 

 

○竹口警務課長 警務部です。 

 ただいまの大津署の体制等の関係につきま

しては、治安情勢や社会情勢を踏まえつつ、

限られた警察力の有効利用という観点から、

警察署の再編等々を含めまして、不断に検討

を行ってまいります。 

 以上です。 

 

○井野刑事企画課長 刑事企画課でございま

す。 

 部内の通訳体制、部外の通訳体制の関係で

ございますけれども、この体制自体につきま

しては、資料の40ページの(2)で示したとお

りでございます。 

 委員御指摘のとおり、当然、在留外国人の

増加というのが懸念をされているところでご

ざいます。実は、本日から３月末までの期

間、台湾のほうにも職員１名を派遣して、語

学研修等に当たっているところでございま

す。 

 こういった外国人の増加を踏まえて、部内

の通訳体制等々につきましても、計画的に進

めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 本当に人がたくさん来るこ

とはウエルカムですけれども、それに伴って

いろんなその他の対応も多岐にわたってくる

可能性がありますので、ぜひその辺のことは

よろしくお願いしておきます。 

 以上です。 
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○大平雄一委員長 ほかにありませんか。 

 

○末松直洋委員 22ページの児童虐待防止対

策でありますが、県外では非常に痛ましい、

悲しい事件で子供が犠牲になられました。 

 まず、相談の窓口としては児童相談所が設

置されていると思いますが、近隣の方だった

り、奥さんだったりから相談があっていると

思いますけれども、何回児童相談所が面接に

行っても会えないということがあっていると

思います。どの時点で警察に連絡があるの

か、教えていただきたいと思います。 

 

○髙光生活安全部長 生活安全部でございま

す。 

 児童相談所のほうに通報がありました場合

とか、また、警察のほうは、通報というのは

全体の75％ぐらい警察に通報があっておりま

す。そのほかに児相のほうに通報があるんで

すけれども、それで現場に児童相談所が行き

まして、それでも全然会えない場合は、警察

のほうに早急に連絡をして、一緒に現場に行

くというような形を取っております。 

 

○末松直洋委員 なかなか子供とかに会わせ

てくれないということは、やはり会わせたく

ないという理由があるけんでなかなか会わせ

ないんだろうけん、それはやっぱり、事件が

起きてからではもう全く手遅れなので、早め

に、まあ強制じゃないけれども、会うように

ぜひ進めていただきたいと思いますが、そこ

はどうでしょうか。 

 

○髙光生活安全部長 児童虐待の防止等に関

する法律というのがありまして、児童相談所

のほうで現場に行ってもどうにもできないと

きには、警察のほうに援助の要請というのが

あります。それで、児童相談所のほうから、

いわゆる臨検、捜索ということで、裁判所か

ら令状をもらいまして、それで現場に入っ

て、中に入ってということで中の様子を確認

して、それで一時保護ということになりま

す。 

 

○末松直洋委員 そういう体制が取れている

ことなら少しは安心しましたが、熊本県内で

こういった事件が起こらないように、ぜひ未

然に防止していただくようお願いいたしま

す。 

 

○大平雄一委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○大平雄一委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 次に、その他に入ります。 

 今回、執行部から報告はありません。 

 その他で何かありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○大平雄一委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第２回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

 お世話になりました。 

  午後０時13分閉会 
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